
 

 

 

那珂川市健康福祉部高齢者支援課 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

「那珂川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例」                  （平成 25 年 3 月 6 日那珂川市条例第 9 号） 









































＊高齢者向け集合住宅等と同-の建物に所在する事業所が高齢者向け集合住宅等に

居住する高齢者に定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合、高齢者

向け集合住宅等に居住する要介護者のみを対象としたサ-ビス提供が行われない

よう、正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要介

護者にもサ -ビス提供を行わなければならない。 

 

㉝ 事故発生時の対応 

ア利用者に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合

は、市、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じなければならない。 

*事故が発生した場合の対応方法をあらかじめ定めておくことが望ましい。 

*事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 

イ事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

ウ利用者に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

*損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましい。 

※事故が発生し、医療機関を受診(施設内における受診を含む)したもの等について

は那珂川市高齢者支援課まで報告すること。 

 虐待の防止 

〈虐待の未然防止> 

事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサ-ビス提

供にあたる必要があり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要

がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者とし

ての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

く虐待等の早期発見> 

従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい

立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置(虐待等に対する

相談体制、市の通報窓口の周知等)がとられていることが望ましい。また、利用者及

びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市への虐待の届出について、適切

な対応をすること。 

く虐待等への迅速かつ適切な対応> 

虐待が発生した場合には、速やかに市の窓口に通報される必要があり、事業者は

通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市等が行う虐待等に対する調査等に協力する

よう努めることとする。 

以上 3 つの観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はそ

の再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

ア 虐待の防止のための対策を検討する委員会 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」(以下「虐待防止検討委員会」という。) 
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那珂川市高齢者支援課へ提出すること。 















 

旧南畑村（五ケ山・市ノ瀬・埋金・不入道・成竹・寺倉・南面里） 

旧南畑村（五ケ山・市ノ瀬・埋金・不入道・成竹・寺倉・南面里） 










































































































































































































































































